
 

紹介状について 

紹介状とは正式には「診療情報提供書」と呼ばれ、医師が患者さんを文字通り紹介するときに作成するもの

です。紹介状には、その患者さんのことを知らない医師が診察する際に、患者さんの状態やこれまでに行っ

てきた治療を事前に把握するために必要な情報が書かれています。具体的には以下のような項目が記載され

ています。 

1. ・患者さんの基本情報       氏名、生年月日、性別、住所など一般的な情報 

2. ・紹介の目的               詳しい検査や、入院加療や手術、退院後の経過観察などなぜ紹介をしたのかなど 

3. ・現在の主症状や治療経過   主な症状や病気に対して、これまでどのような検査を行い、どのような病気を疑って 

4.                 いるか、またはどのような治療をした結果、改善したのかなどの直近の経過 

・既往歴                   これまでの病気、手術歴、現在治療中の病気など 

5. ・現在の投薬内容           現在どのようなお薬を処方しているか 

6. ・その他、備考             アレルギー歴や患者さんの背景など治療に際して、医師が気にかける情報 

また、必要に応じて、患者さんの画像検査（CT・MRI など）の画像データや血液検査など、各種検査のデー

タなどの資料を添付することがあります。 

Ｑ：病院への紹介状はどこでもらえますか？ 

Ａ：患者さんが通われている地域のかかりつけ医（病院、医院、診療所など）にご相談ください。 

Ｑ：紹介状を持参するメリットはありますか？ 

Ａ：紹介元のかかりつけ医による適切な診療科の判断や、紹介状によりこれまでの症状や治療経過が即座に引き継がれる 

など、患者さんが医療を受ける上で、問診などの時間削減や検査の重複を防げるなどのメリットがあります。 

Ｑ：紹介状を持ってきたら、どこに行けばいいですか？ 

Ａ：紹介状を持参された患者さんは、1 階 ６番受付 地域医療連携センターにお越しください。 

受付の時間帯は８：３０～１１：３０までとなりますが、ご希望される先生の不在や専門医がいない曜日なども 

ございますので、事前予約をご活用ください。事前予約はかかりつけ医より FAX で受付しております。 

Ｑ：紹介状なしで受診はできますか？ 

Ａ：受診は可能です。しかし紹介状を持参されない場合、選定療養費（※選定療養費につきましてはこちらをご参照くだ

さい）を患者さんに同意の上でご負担いただいております。 

※内科系、耳鼻咽喉科、整形外科、皮膚科の受診に関しては紹介状及び予約のある方のみの診療となっておりますの

でご注意ください。 
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